
平成３０年４月２日

道 路 局 路 政 課

道路法等の一部を改正する法律が成立し、

その施行に必要な関係政省令が公布されました。

平成３０年３月３０日、道路法等の一部を改正する法律が成立し、道路財特法 に基づく道※1

路整備に係る財政上の特別措置 が平成３０年４月１日から施行することとされたことから、※2

関係政省令の規定について、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置の具体的な内容を規

定する等、所要の改正を行います。

※1 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

※2 道路財特法に基づく道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置の１０年間延長、補助国道の修繕に係る国費

率のかさ上げ措置の新設

１．概要

道路法等の一部を改正する法律により、道路財特法に基づく道路の改築に対する国費率のか

さ上げ措置を１０年間延長するとともに、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置を新設

したことに伴い、財政上の特別措置の内容の見直しを行います。

（１）地方公共団体による老朽化対策への支援の強化（政令規定事項）
○ 補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置の具体的な内容を規定します。

（２）財政力の低い地方公共団体への支援の強化（政令規定事項）

○ 地方公共団体の財政力に応じた国費率のかさ上げ措置を市町村道の改築や補助国道等

の修繕についても適用できるよう、見直しを行います。

（３）交付金事業のかさ上げ措置の対象を重点化（省令規定事項）

○ 交付金事業のかさ上げ措置の対象を社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の

重点配分対象事業に重点化します。

（４）その他

○ その他所要の改正を行います。

２．スケジュール

公布日：平成３０年３月３１日（土）

施行日：平成３０年４月 １日（日）

国土交通省代表番号：03-5253-8111問い合わせ先

国土交通省 道路局路政課 前川、森下、手嶋、木村 内線37-332、37-333、37-334

直通：03-5253-8480 FAX：03-5253-1616


